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　再入学とは、過去に本学通信教育部正科課程に在籍し、退学等で学籍を失った方が、再び同じ学部・
学科で学習するための入学制度です。3年次編入学(免許コース)・資格コース・科目等履修は再入学
の対象とはなりません。卒業した方が、再度、入学する場合は、3年次編入学（学士入学）となります。
また、再入学できる期間は退学等で失籍した後、1年以上4年以内となります。4年を超えた場合は、
1年次入学か3年次編入学となります。
※ 教育学部教育学科社会教育主事任用資格コースに在学されていた方は、社会教育主事任用資格コー

ス廃止に伴い「教育学部教育学科教育学コース」への再入学となります。
　 また、教育学部教育学科小学校コース・幼稚園コースに在学されていた方は、「児童教育免許コース」

または「児童教育教養コース」のいずれかを選択していただくことになります。

　出願の際に、提出書類⑪「確認票」の「再入学希望」に「○」を記入してください。認定できる単
位数が4単位未満の場合は、再入学ではなく1年次入学となります。
※再入学年次は、修得単位数ではなく、入学審査の際の認定単位数に基づいて決まります。

※�失籍時に、学習途中だった科目（単位認定されていない科目）や単位修得していない科目は、認定科目の対象となりません。また、
カリキュラムの変更により、既修得単位として認定できない科目があります。

再入学年次 在籍当時の
在学年数 在籍当時の認定単位数 備考

2年次 1年以上 認定単位数が４単位以上
44単位未満

認定単位数が4単位未満の場合は再入学ができま
せんので、出願後に入学係からご連絡をさせて頂き
ます。3年次 2年以上 認定単位数が４4単位以上

84単位未満

4年次 3年以上 認定単位数が84単位以上

再入学年次

再入学とは

再入学年次について

再入学

再入学と編入学の違い
再入学…退学等で失籍した学籍と同じ学部･学科･コースへの入学となります。上表の単位が審査の上、認定されます。

編入学…退学･除籍時の在学年数･修得単位数により、入学する学年が決まります。詳細は27ページを参照。
　　　　・大学に2年以上在学し62単位以上修得している → 3年次編入学
　　　　　※ただし、退学者で修得単位数が62単位未満の方は1年次入学となります。
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「再入学」出願資格の有無を調べるフローチャート

①　過去に本学通信教育部正科課程に在籍したことがある
はい いいえ　→ 再入学はできません。1年次入学か編入学となります。
 ↓

②　同一学部学科コースへの入学を希望する
はい いいえ　→ 再入学はできません。1年次入学か編入学となります。
 ↓

③　失籍後、1年以上4年以内である
はい いいえ　→ 再入学はできません。1年次入学か編入学となります。
 ↓

④　在籍当時の在学（休学年数・未納期間を除く）が1年以上在学し認定単位数が4単位以上ある
はい いいえ　→ 再入学はできません。1年次入学か編入学となります。 
↓ （単位認定の結果、４単位未満の場合は編入学できません。）

再入学の出願をすることができます

【参考】 ③について　
　　  在籍期間が満期（12年）となり退学する場合は、1年をあけずに翌年度に再入学をすることができます。

・ 児童教育学科2 〜 4年次、および経済学部・法学部教員免許取得コースへの再入学希望者の入学
審査（小論文）等は、児童教育学科3年次編入学および経済学部・法学部教員免許取得コースへの
編入学に準じます。

※出願については、次ページを参照してください。
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※�在籍年限に休学期間が含まれます。

再入学の標準修業年限と在籍期間は次の通りです。
「標準修業年限」とは、学業修了（卒業）まで必要な年数（最短）を示します。
「在籍期間」とは、大学に在籍することのできる年数（最長）を示します。

再入学年次 標準修業年限 在籍期間
２ 年 次 再 入 学 3年間 11年間
３ 年 次 再 入 学 2年間 10年間
４ 年 次 再 入 学 1年間 9年間

入学学部・学科 選考料
入金
時期

入学金 教育費
教育費一括支払の場合 教育費2回分割の場合
入金額 入金時期 入金額 入金時期

経済学部経済学科
法学部法律学科

教育学部教育学科
9,000円

入学志願書
提出時

免除

85,000円 85,000円

合格通知後

1回目　42,500円 合格通知後

2回目　42,500円 9月末日まで

経済学部経済学科
教員免許取得コース

法学部法律学科
教員免許取得コース

14,000円 85,000円 85,000円
1回目　42,500円 合格通知後

2回目　42,500円 9月末日まで

教育学部児童教育学科 14,000円 89,000円 89,000円
1回目　44,500円 合格通知後

2回目　44,500円 9月末日まで

志願書類 提出が必要な方 注意事項

本
学
所
定
書
類

WEB（インターネット）出願の方：
出願確認票 全員必須

「出願にあたって（出願に必要な手続書類）」
募集要項P.68 〜を参照のうえご記入くだ
さい
※ ①は「選考料」払い込みの領収書コピー
が必要となります。

⑤学力に関する証明書※1 経済学部・法学部教員免許取
得コース再入学希望の方
児童教育学科再入学希望の方

（児童教育教養コースは除く）⑦ 小論文

⑪確認票 全員必須

※ 「出願にあたって（出願に必要な手続書類）」P.70「創価大学に在籍経験のある方の証明書取り寄せ
について」の「通信教育部」の欄をご確認ください

証
明
書（
該
当

す
る
方
）

戸籍抄本
（改姓・改名を証明で
きる住民票等）

証明書類記載の氏名と現在の
氏名が異なる方

● 証明書記載の氏名と現在の氏名が異なる
方のみ必要

●発行日より6カ月以内のもの（コピー不可）

※1　�「学力に関する証明書」について
・�様式⑤-1、⑤-2を出身大学（短大）に送り、証明を申請してください。なお、記載内容が同様（免許法上の単位証明）であれ
ば出身大学の書式でも構いません。
・�複数の大学（短大）に在籍していた方は、在籍したすべての大学（短大）より証明書を取り寄せてください。その際必要に応じて、
本学所定書式⑤-1、⑤-2「学力に関する証明書」をコピーして使用してください。

●�分割払いを希望した場合の2回目の納入は、送付される「学費振込依頼書」で納入してください（9月末日までに納入）。
※選考料の納入は、出願前に行ってください。
※入学金・教育費の納入は、「合格通知書」と一緒に送付される「入学金・教育費払込票」を使用してください。
※教育学部児童教育学科児童教育教養コース再入学の方の選考料は9,000円となります。

再入学の修業年限・在籍期間

出願に必要な手続書類

再入学諸経費

再入学の出願

⑥調査書




